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市
役
所
庁
舎
内
の
省
エ
ネ
対
策

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。　
　

□問
 

管
財
課
11
７
２
４
・
２
１
６
５

ちょっと聞きたい　あれこれコール　町町田田市市ココーールルセセンンタターー11０４２・７２４・５６５６

都

営

住

宅

（
地
元
割
当
分
）

【
家
族
向
（
単
身
者
向
住
宅
は
あ

り
ま
せ
ん
）】

○
資
格　

①
町
田
市
内
に
居
住
し

て
い
る
方
②
所
得
が
定
め
ら
れ
た

基
準
以
内
の
方
③
住
宅
に
困
っ
て

い
る
方

○
募
集
戸
数
（
２
人
以
上
世
帯

向
）
市
内
１
地
区
＝
１
戸
、
（
３

人
以
上
世
帯
向
）
市
内
１
地
区
＝

１
戸

○
募
集
案
内
配
布
期
間　

６
月
２

日
（
月
）
〜　

日
（
水
）

１１

○
配
布
場
所　

住
宅
課
（
市
役
所

中
町
第
三
庁
舎
１
階
）
、
市
民
相

談
室
前
（
市
役
所
本
庁
舎
１
階
）、

市
政
情
報
や
ま
び
こ
（
市
役
所
中

町
分
庁
舎
１
階
）
、
各
市
民
セ
ン

タ
ー
、
市
民
課
駅
前
連
絡
所
、
木

曽
山
崎
・
玉
川
学
園
文
化
の
各
セ

ン
タ
ー

※
セ
ン
タ
ー
等
は
部
数
に
限
り
が

あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
下
さ
い
。

○
応
募　

郵
送
で
、
６
月　

日
１３

（
金
）
ま
で
に
住
宅
課
に
届
い
た

も
の
に
限
り
受
け
付
け
ま
す
。

□問
 

住
宅
課
11
７
０
９
・
０
５
７
９

※
町
田
市
で
は
、
４
月
１
日
か
ら

市
営
住
宅
の
募
集
・
管
理
事
務
を

東
京
都
住
宅
供
給
公
社
が
代
行
し

て
い
ま
す
。
都
営
住
宅
地
元
割
当

分
と
同
時
期
に
募
集
す
る
市
営
住

宅
（
本
紙　

面
情
報
コ
ー
ナ
ー
参

１１

照
）
の
申
込
先
は
同
公
社
に
な
り

ま
す
の
で
皆
さ
ん
の
ご
理
解
を
お

願
い
し
ま
す
。

健康�
　メモ�
（町田市歯科医師会）

　

障
害
と
は
、
本
来
は
「
障
碍

（
障
礙
）
」
と
表
記
さ
れ
る
べ
き

も
の
で
す
。
「
障
」
「
碍
（
礙
）」

と
も
に
「
さ
し
つ
か
え
る
」
と
い

う
意
味
の
単
語
で
、
何
か
こ
と
を

行
う
と
き
に
さ
し
つ
か
え
て
し
ま

う
こ
と
を
指
し
ま
す
。
と
こ
ろ
が

こ
れ
ら
二
つ
の
重
な
っ
た
自
動
詞

「
さ
し
つ
か
え
る
」
の
う
ち
の
一

つ
す
な
わ
ち
「
碍
（
礙
）
」
の
方

が
当
用
漢
字
表
か
ら
も
れ
て
し
ま

っ
た
た
め
、
「
碍
（
礙
）
」
と
同

じ
音
の
「
害
」
が
当
て
ら
れ
た
の

で
す
。

　

（
社
）
町
田
市
歯
科
医
師
会
で

は
行
政
の
協
力
の
も
と
、
障
が
い

者
の
方
々
へ
の
専
門
的
な
歯
科
診

療
を
昨
年　

月
か
ら
始
め
て
お

１０

り
、
上
記
の
理
由
か
ら
言
葉
の
印

象
の
よ
く
な
い
「
害
」
の
字
を

「
が
い
」
と
表
記
し
、
町
田
市
健

康
福
祉
会
館
内
に
休
日
歯
科
・
障

が
い
者
歯
科
応
急
診
療
所
（
障
が

い
者
歯
科
診
療
は
継
続
的
な
治
療

を
行
っ
て
お
り
、
決
し
て
応
急
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
11
７
２
５
・
２

２
２
５
、
木
曜
日
午
前
９
時
〜
午

後
５
時
、
事
前
に
予
約
）
と
し

て
、
障
が
い
者
歯
科
の
指
導
医
と

協
力
医
と
で
運
営
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

市
内
の
障
が
い
者
に
関
わ
る
施

設
は　

か
所
以
上
存
在
し
、
在
宅

９０

で
生
活
さ
れ
て
い
る
方
を
含
め
る

と
多
数
の
障
が
い
者
の
方
々
が
生

活
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
方

々
に
加
え
て
要
介
護
高
齢
者
、
有

病
高
齢
者
（
例
え
ば
脳
血
管
疾
患

後
遺
症
、
認
知
症
、
パ
ー
キ
ン
ソ

ン
病
、
心
臓
疾
患
な
ど
）
な
ど
中

途
障
が
い
を
お
持
ち
の
方
々
の
口

腔
内
の
疾
患
治
療
は
内
科
的
な
治

療
行
為
と
大
き
く
異
な
り
、
全
身

状
態
を
監
視
し
な
が
ら
多
く
は
非

常
に
困
難
な
歯
科
治
療
及
び
外
科

的
治
療
を
伴
い
、
一
般
の
歯
科
診

療
室
で
簡
単
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る

こ
と
は
非
常
に
難
し
く
危
険
で
あ

る
こ
と
が
多
い
で
す
。

　

今
回
開
設
さ
れ
た
障
が
い
者
歯

科
診
療
所
で
は
、
専
門
指
導
歯
科

医
師
と
多
数
の
歯
科
医
師
会
協
力

医
と
歯
科
衛
生
士
に
よ
る
チ
ー
ム

ア
プ
ロ
ー
チ
で
、
虫
歯
、
歯
周
病

治
療
、
義
歯
治
療
、
外
科
的
治
療

な
ど
や
、
治
療
後
の
定
期
的
な
検

診
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
て
、
口
腔
内

の
疾
患
の
再
発
防
止
に
重
点
を
お

く
考
え
で
行
っ
て
い
ま
す
。

障
が
い
と
歯
科
治
療

町
田
市
ス
ポ
ー
ツ

振
興
審
議
会
委
員

　

同
審
議
会
は
、
町
田
市
ス
ポ
ー

ツ
振
興
計
画
の
策
定
の
ほ
か
、
市

長
の
諮
問
に
応
じ
て
ス
ポ
ー
ツ
の

振
興
に
関
す
る
重
要
な
事
項
を
調

査
審
議
す
る
組
織
で
す
。

　

審
議
会
を
設
置
す
る
に
あ
た

り
、
市
民
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

○
資
格　

市
内
在
住
の　

歳
以
上

２０

で
、
ほ
か
の
町
田
市
の
附
属
機
関

等
の
委
員
を
し
て
い
な
い
方

○
定
員　

２
人

○
申
し
込
み　

応
募
用
紙
に
必
要

事
項
を
記
入
し
、
論
文
と
一
緒
に

６
月　

日
ま
で
（
消
印
有
効
）
に

１０

直
接
ま
た
は
郵
送
で
提
出
し
て
下

さ
い
。
申
し
込
み
希
望
の
方
は
募

集
要
項
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
ス

ポ
ー
ツ
振
興
課
（
11
７
２
４
・
４

０
３
６
）
ま
で
お
電
話
下
さ
い
。

※
論
題
「
私
な
ら
こ
う
し
た
い
」

と
い
う
視
点
か
ら
次
の
ど
ち
ら
か

一
方
を
選
択
し
、
原
稿
用
紙
に
１

２
０
０
字
以
内
で
お
書
き
下
さ

い
。

①
退
職
後
の
自
由
時
間
で
ス
ポ
ー

ツ
を
楽
し
む
た
め
に
は
。

②
だ
れ
で
も
地
域
で
気
軽
に
ス
ポ

ー
ツ
を
楽
し
む
た
め
に
は
。

取

付

事

業

　

市
で
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
一
環

と
し
て
地
震
、
災
害
時
に
高
齢
者

の
安
全
と
財
産
を
守
る
た
め
に
、

自
宅
の
家
具
等
に
転
倒
防
止
の
金

具
等
を
取
り
付
け
る
事
業
を
実
施

し
て
い
ま
す
。
利
用
者
に
は
金
具

代
の
み
を
負
担
し
て
い
た
だ
き
、

取
付
代
金
は
市
が
負
担
し
ま
す
。

な
お
取
付
は
専
門
の
委
託
業
者
が

行
い
ま
す
。

○
対
象　
　

歳
以
上
で
１
人
暮
ら

６５

し
の
方
、
ま
た
は　

歳
以
上
の
夫

６５

婦
、
き
ょ
う
だ
い
、
同
居
人
等

□問
 

高
齢
者
福
祉
課
11
７
２
４
・
２

１
４
１

家
具
転
倒
防
止
金
具
等

申
請
が
で
き
ま
す

２
０
０
８
年
度
私
立
幼
稚
園
補
助

金
の

　

町
田
市
に
住
民
登
録
（
外
国
人

登
録
を
含
む
）
の
あ
る
満
３
歳
児

か
ら
５
歳
児
（
平
成　

年
４
月
２

１４

日
〜
平
成　

年
４
月
１
日
生
ま
れ

１８

で
３
歳
に
達
し
た
幼
児
）
を
私
立

幼
稚
園
に
通
園
さ
せ
て
い
る
保
護

者
に
補
助
金
を
支
給
し
ま
す
。
申

請
書
に
幼
稚
園
の
在
園
証
明
を
受

け
た
後
、
申
請
し
て
下
さ
い
。
な

お
、
２
０
０
８
年
度
の
申
請
書
を

す
で
に
提
出
さ
れ
た
方
は
、
今
回

申
請
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

○
申
請
先　

子
ど
も
総
務
課
と
園

児
が
通
園
し
て
い
る
市
内
幼
稚
園

で
受
付
し
ま
す
（
各
市
民
セ
ン
タ

ー
及
び
木
曽
山
崎
セ
ン
タ
ー
で
は

受
付
で
き
ま
せ
ん
）
。
郵
送
で
も

受
付
し
ま
す
。

○
受
付
期
間　

６
月
２
日
（
月
）

〜
７
月　

日
（
火
）

１５

※
期
間
終
了
後
も
子
ど
も
総
務
課

で
随
時
受
付
し
ま
す
が
、
申
請
が

遅
れ
る
と
、
補
助
金
の
支
給
が
遅

れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

○
申
請
書
類
配
布
場
所　

各
幼
稚

園
、
子
ど
も
総
務
課
（
市
役
所
本

庁
舎
２
階
）
、
各
市
民
セ
ン
タ
ー

及
び
木
曽
山
崎
セ
ン
タ
ー
に
あ
り

ま
す
。

　

な
お
、
申
請
方
法
や
補
助
金
額

等
の
詳
細
は
、
補
助
金
の
お
知
ら

せ
及
び
町
田
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
下
さ
い
。

※
２
０
０
８
年
１
月
２
日
以
降
町

田
市
に
転
入
さ
れ
た
方
は
、
課
税

資
料
等
の
添
付
が
必
要
で
す
。

□問
 

町
田
市
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
11
７

２
４
・
５
６
５
６
、
子
ど
も
総
務

課
11
７
２
４
・
２
１
３
９

教
科
用
図
書
展
示
会

町
田
市
立
小
学
校
２
０
０
９
年
度

使
用
の

　

市
教
育
委
員
会
で
は
、
２
０
０

９
年
度
か
ら
２
年
間
市
立
小
学
校

で
使
用
す
る
教
科
用
図
書
（
以

下
、
教
科
書
）
の
採
択
を
本
年
度

行
い
ま
す
。

　

採
択
の
候
補
と
な
る
教
科
書
を

町
田
市
教
育
セ
ン
タ
ー
と
市
役
所

森
野
分
庁
舎
の
２
か
所
で
公
開
し

ま
す
の
で
、
ご
意
見
等
あ
り
ま
し

た
ら
、
展
示
会
場
備
え
付
け
の
所

定
の
用
紙
に
ご
記
入
下
さ
い
。

○
期
間　

６
月
６
日
（
金
）
〜
７

月
９
日
（
水
）

○
時
間　

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

（
正
午
〜
午
後
１
時
を
除
く
）

○
会
場
・
開
館
曜
日　

町
田
市
教

育
セ
ン
タ
ー
２
階
資
料
室
・
展
示

室
（
木
曽
東
３－

１－

３
、
11
７

９
３
・
２
４
８
１
、
月
〜
金
曜
日

開
館
）
、
市
役
所
森
野
分
庁
舎
１

階
会
議
室
（
月
・
火
・
木
・
金
・

日
曜
日
開
館
）

※
小
学
校
教
科
用
図
書
の
採
択
は

８
月
８
日
午
前　

時
か
ら
市
役
所

１０

森
野
分
庁
舎
で
開
催
す
る
定
例
教

育
委
員
会
の
場
で
行
わ
れ
る
予
定

で
す
。

□問
 

指
導
課
11
７
２
４
・
２
１
５
４

　

詳
細
は
リ
ス
園
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（h

ttp
:/
/
w
w
w
1
3
.o
c
n
.

n
e
.jp
/
̃risu

e
n
/

）
、
ま
た
は

同
園
（
11
７
３
４
・
１
０
０
１
）

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

交

付

し

ま

す

　

市
で
は
、
次
に
該
当
す
る
高
齢

者
の
方
に
、
お
風
呂
屋
さ
ん
（
公

衆
浴
場
）
の
入
浴
券
を
差
し
上
げ

ま
す
。

○
対
象　
　

歳
以
上
で
ひ
と
り
暮

７０

ら
し
の
方
及
び
高
齢
者
世
帯
の
高

齢
者
（
全
員
が　

歳
以
上
の
世
帯

６５

の
中
で　

歳
以
上
の
方
）
の
う

７０

ち
、
風
呂
の
な
い
方
、
も
し
く
は

介
護
保
険
法
の
要
支
援
１
〜
要
介

護
３
の
認
定
を
受
け
た
方
で
風
呂

の
準
備
が
で
き
な
い
方

○
交
付
枚
数　

１
か
月　

枚
１０

○
申
し
込
み　

身
分
証
明
書
、
印

鑑
を
お
持
ち
の
う
え
、
高
齢
者
福

祉
課
（
11
７
２
４
・
２
１
４
１
）

へ
。

高
齢
者
の
方
に
入
浴
券
を

○
市
内
の
公
衆
浴
場　

梅
の
湯

（
森
野
４－

７－

　

、
11
７
２
２

１３

・
１
３
０
５
）
、
大
蔵
湯
（
木
曽

町
５
２
２
、
11
７
２
３
・
５
６
６

４
）
、
金
森
湯
（
金
森
１
１
７
７

－

１
、
11
７
９
６
・
５
９
２
６
）

創
作
童
話
コ
ン
ク
ー
ル

作

品

募

集

○
対
象　

市
内
在
住
、
在
学
の
小

・
中
学
生
、
高
校
生

○
作
品　

４
０
０
字
詰
め
の
原
稿

用
紙
８
枚
以
内
（
Ｂ
４
縦
書
き
。

表
紙
別
）

※
応
募
作
品
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
作
品

と
し
ま
す
。

○
審
査
員　

映
画
監
督
・
大
林
宣

彦
氏
、
映
像
作
家
・
小
林
は
く
ど

う
氏

○
部
門　

小
学
校
低
学
年
の
部
、

小
学
校
高
学
年
の
部
、
中
学
校
、

高
校
の
部

○
応
募
方
法　

規
定
の
応
募
用
紙

に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
作
品
に

タ
イ
ト
ル
・
ペ
ー
ジ
・
氏
名
を
明

記
し
て
、
２
部
（
コ
ピ
ー
可
）
を

９
月　

日
ま
で
（
消
印
有
効
）
に

１５

ひ
な
た
村
（
〒　

－

０
０
３
２
、

１９４

本
町
田
２
８
６
３
、
11
７
２
２
・

５
７
３
６
）
へ
。

※
応
募
用
紙
は
、
ひ
な
た
村
、
児

童
青
少
年
課
、
町
田
市
民
文
学
館

に
あ
り
ま
す
。

○
表
彰　

各
部
門
ご
と
に
町
田
市

長
賞
１
編
、
教
育
長
賞
１
編
、
審

査
員
特
別
賞
１
編
、
ひ
な
た
村
賞

５
編
、
努
力
賞

※
発
表
表
彰
式
は
２
０
０
９
年
２

月
８
日
（
日
）
に
行
う
予
定
で

す
。

※
作
品
は
返
却
し
ま
せ
ん
。

※
作
品
の
著
作
権
は
町
田
市
に
帰

属
し
ま
す
。

ひ
な
た
村

食
改
善
調
理
実
習

【
食
事
の
工
夫
で
カ
ル
シ
ウ
ム
ア

ッ
プ
を
】

○
対
象　

市
内
在
住
の
方

○
日
時　

６
月　

日
（
金
）
午
前

２７

９
時　

分
〜
午
後
０
時　

分

３０

３０

○
会
場　

健
康
福
祉
会
館

○
内
容　

「
骨
粗
し
ょ
う
症
予
防

の
食
事
と
は
」
＝
栄
養
士
の
話
、

調
理
実
習
、
会
食

○
定
員　
　

人
（
申
し
込
み
順
）

２４

○
費
用　

５
０
０
円

○
申
し
込
み　

６
月
１
日
〜　

日
１５

に
電
話
で
町
田
市
コ
ー
ル
セ
ン
タ

ー
（
11
７
２
４
・
５
６
５
６
）

へ
。

□問
 

健
康
課
11
７
２
５
・
５
１
７
８

　　公開している会議　傍聴のご案内

申し込み会　場日　時会議名

事前に電話で「市政情
報やまびこ」（11７２４・
８４０７）へ。

市役所本庁舎地
下特別会議室
（大）

６月９日（月）
午前１０時～正午

町田市情報公開・
個人情報保護運営
審議会

会議当日に直接教育総
務課（同分庁舎３階、
11７２４・２１７２）へ。

市役所森野分庁
舎４階会議室

６月１３日（金）
午前１０時から

町田市教育委員会
第３回定例会

町
田
リ
ス
園
の

イ

メ

ー

ジ

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
募
集　　
!!


